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令和８年度 田辺湾クリーン作戦実施要項 

 

１．趣 旨 

    美しく自然豊かな田辺湾等での清掃活動を通じて、海岸漂着物問題に対する理解を深めるとともに、

自然環境の保全や環境美化に関する意識を醸成することを目的に、当該クリーン作戦を実施いたしま

す。 

 

２．実施日 

令和８年６月20日（土）午後１時30分～（１時間程度） 

       ○ 荒天の場合 ６月21日（日）に順延（開始時刻同じ）。 

    ○ 延期または中止の場合は両日とも午前10時30分に防災無線で放送いたします。 

 

３．実施主体 

主催：田辺市 

後援：近畿地方環境事務所、和歌山県 

   ※後援については、申請中、申請予定のものを含みます。 

 

４．協力団体 

      田辺市自治会連合会、田辺市老人クラブ連合会、（有）国辰商事、（株）蒲田嵩商店、 

（株）エコワークTANABE、リサイクルセンター資源開発、西牟婁振興局、田辺木材協同組合、 

（公財）天神崎の自然を大切にする会、（公社）白浜田辺青年会議所、田辺ライオンズクラブ、 

紀伊田辺ライオンズクラブ、田辺国際交流協会、田辺商工会議所、牟婁商工会、 

和歌山県教友会西牟婁地方支部、田辺観光協会、田辺ロータリークラブ、田辺東ロータリークラブ、

田辺はまゆうロータリークラブ、（公財）日本釣振興会和歌山県支部、紀南釣商業連合会、 

エコ和歌山(株)、ＮＴＴグループ、関西電力グループ、ＪＲ西日本紀伊田辺地区、 

骨材業種協同組合（紀南砕石工業（株）、（株）山久、（有）弓場建材）、 

ＮＰＯ法人ヒューマンライツ田辺、和歌山南漁業協同組合、新庄漁業協同組合、 

東急ハーヴェスト南紀田辺、田辺警察署管内マリンレジャー事業安全協議会、田辺海上保安部、 

海上保安協会田辺支部、該当地域の小学校、田辺市環境美化連絡協議会田辺支部（順不同） 

 

５．清掃場所 

 ○元島及び天神崎地区  ○跡の浦地区     ○鳥の巣地区 

   ○左会津川河口地区（上屋敷側、江川側）    ○扇ヶ浜地区    合計５地区 

 

６．清掃方法 

      主催者側の指示のもと、作業をお願いいたします。 

清掃地区 担当部署 

元島及び天神崎地区 環 境 課 

跡の浦地区 水 産 課・商工振興課 
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鳥の巣地区 農業振興課 

左会津川河口（上屋敷側） 建 設 部（窓口：土木課） 

〃  （江川側） 観光振興課 

扇ヶ浜地区 建 設 部（窓口：管理課） 

 

 ★ 参加者の皆様に特に注意して頂きたいこと ★ 

ごみについて 

○ ごみは４分別（燃えるごみ・資源ごみ・プラスチックごみ・埋立てごみ）とし、混合しないよ 

うにお願いいたします。 

○ ごみは絶対に燃やさないで下さい。 

 

参加にあたって 

○ 毎年、蒸し暑い中での作業となっております。無理はせず体調管理に注意してご参加いただき 

ますようお願いいたします。 

〇 地球温暖化防止対策として、できるだけ自動車のご利用を控えていただくか、乗り合わせにて 

ご参加ください。 

 

７．当日の流れ 

      清掃開始  午後１時30分（１時間程度） 

   集合場所及び清掃場所   田辺市内５地区（別紙添付） 

元島･天神崎･ 左会津川河口地区      資料１ 

     鳥の巣･跡の浦地区                 資料２ 

    扇ヶ浜地区                        資料３ 

 

※ごみ袋、軍手は集合場所にて配布します。使用後の軍手は再利用のため、できるだけお持ち帰り 

下さい。汚れて再利用できない場合は、回収袋に入れて下さい。 

        

 【１】開 会 （各地区集合場所にて軍手及びごみ袋の配布） 

   【２】挨 拶 （清掃地区によっては、ない地区、最後に行う地区もあります。） 

【３】クリーン作戦開始 

   【４】回収したごみを収集場所へ集積 

   【５】飲み物の配布及び解散 

      ※清掃中は、担当者の指示に従って下さい。 


